
スカパー JSAT株式会社(以下、「甲」という)と甲により甲の代理店として承詔された者(以下、「乙Jという)との契約約款は、以下に

定めるとおりとします。

第1条(目的)

甲及び乙は、日本における衛星デジタル多チャンネル放送サービスの普及と発展を目指し、かつ、視聴者の幅広い要求に応え

その信頼を得るために、本契約に基づき、最大限の誠意をもって、その実現に努めるものとします。

スカパー!代理店契約約款

第2条(適用)

本約款は、両当事者問の基本的な取り決めを定めるものとします。

第3条(用語の定義)

本約款においては、汰の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。

(D 放送事業岩;放送怯に基づき総務大臣よη認定基幹放送事業者として認定を受けた者、又は一般放送事業者として登録

された者もしくは届け出た者のうち、甲が運営する衛星デジタル多チャンネル放送サービス上で放送を行う者

(2)有料放送契約:甲が運営する衛星デジタル多チャンネル放送サービスの提供を受ける契約

(3)有料放送契約約款:有料放送契約の条件につき定めた契約約款(総務省に届け出たものを含む)

(4)スカパー六甲が運営する東経110度に位置する人工衛星を用いた衛星デジタル多チャンネル放送サービス及ぴ東経124度

及び128度に位置する人工衛星を用いた衛星デジタル多チャンネル放送サービス(スカパー!プレミアムサービス)のサー

ビス名称。

(5)デジタルチューナー;甲又は甲以外の第三岩の指定する技術的な基準に適合する衛星デジタル多チャンネル放送サービス

用受信機

(6)1C力ード:デジタルチューナーに挿入されることにより、デジタルチューナーを制御しJ川入者の視聴履歴を記録するための

ICを組み込んだ、甲が貸与する力ード

(フ) BCAS力ード:デジタルチューナーに挿入されることにより、デジタルチューナーを制御し、加入者の視璃履歴を記録する

ためのICを組み込んだ、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが貸与する力ード

(8)放送番組:放送事業者の行う衛星デジタル放送番組

(9)加入者:放送事業者と有料放送契約を締結した老

aの加入中込老:放送事業者に有料放送契約の申し込みをする者

aD レンタルサービス契約:甲が行うスカパー1プレミアムサービスを視聴するための受信装置(当社が指定する技術基準に

適合するアンテナ及びデジタルチューナー等)のレンタルサービスを受ける契約

a2)レンタルサービス契約約款:レンタルサービス契約の条件等に関する契約約款

(]3)レンタル号ービス申込者;甲に、レンタルサービス契約の申し込みをする岩

(14)レンタルサービス加入者:甲とレンタルサービス契約を締結した者

第4条(業務委託)

1.甲は乙に対して以下の業務(以下「本業務」という)の処理を委託し、乙はこれを受託するものとします。

(1)加入者又は加入申込者に対する有料放送契約についての説明、及び、契約の申込勧誘

(2)有料放送契約の申込書に必要事項が記載されていることの確認

(3)加入者又は加入申込者からの有料放送契約についての問い合わせ及び甲に対する苦情の第一次的な対応、並びに、これらに

ついての甲への報告

(4)加入者仂"入者であって、同時にレンタルサービス加入者又はレンタル廿ービス申込者は除く)に対するデジタルチューナー

の設置、受信状態の確認及び電話回線との接続の確認

(5)レンタルサービス加入者又はレンタルサービス申込者に対するレンタルサービス契約についての説明、及び、契約の申込勧誘

(田その他、前各号に付随する業務

2.以下の業務は本業務に含まれないものとします。乙は、以下の業務を、行ってはならないものとします。

(1)加入申込者との有料放送契約の締結及びレンタルサービス中込者とのレンタルサービス契約の締結

(2)右料放送契約及びレンタルサービス契約の料金の徴収

(3)加入者若しくは加入申込者、又は、レンタルサービス申込者若しくはレンタルサービス加入者の問い合わせ・苦情への最終的

な対応
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第5条(誠実執行義務)

1.乙は、本業務を関係法規及び本約款の趣旨に従って誠実に処理するものとし、有料放送契約数の増大のため、最善の努力

を行うものとします。

2.乙は、本業務を誠実に処理するために必要な設備と人材とを備え、加入者又は加入申込者より要請のある場合には、有料

放送契約について正確かつ充分な説明を行うよう努めるものとします。

3.甲は、乙に対して、以下のものを原則として有償で支給するもの七します。

(])スカパー!の有料放送契約に関するセールスマニュアル、放送番組の案内パンフレツト

(2)有料放送契約及びレンタルサービス契約の申込書等関係乎続書類

(3)販売促進物

(4)販売促進のための各種情報

第6条(遵守事項)

乙は、本業務遂行にあたって、以下の事項を遵守するものとします。

(D 右料放送契約及びレンタルサービス契約の申込みの勧誘にあたっては、甲が乙に提供する有料放送契約約款及びレンタル

サービス契約約款、セールスマニュアル、番組案内パンフレット、並びに加入申込に関する手続き書類によってのみ、有料

放送契約及びレンタルサービス契約の内容を説明するものとします。

(2)甲の権利、社会的信用、名誉、評判又は利益を侵害し、あるいは、これらを損なう行為をしないものとします。

(3)「スカパー"その他、甲が乙に使用を許諾する商標あるいはサービス名称の使用については、甲の定めるところによるものと

します。

(4)広告宣伝を行う場合、その基本方針について甲の事前の霄面による承諾を得るとともに、貝・体的活動に際しては、第三者の

権利を侵害しないように、最大限の注意を払うものとします。特に乙が行う広告宣伝において乙が自己の判断により著作権

等の椛利の存する資料を使用する場合には、乙は権利者からその許諾を受け、万一その使用について椛利者から異議の

申立て等がなされた場合には、乙の責任と費用をも0て解決し、甲に対し一切迷惑や負担をかけないものとします。

(5)乙は甲の代理店である旨を、甲の指示する方法に従って、乙の店舗に提示するものとします。但し、これをもって、乙が、

甲本人であるとして活動することはもとより、本業務の範囲を超えて活動することは許されないものとします。

(田乙は放送法その他関述する法律を遵守するものとします。

第7条(標章〕

1.乙は、「スカパー町その他の甲が使用する標章、及び、放送事業者が伸用する標章につき、甲又は放送事業者が指示する使用

基準に従って使用するものとし、これら標章については何らの椛利も有しないものとします。

2.いかなる理由にかかわらず、本契約が終了した場合には、乙は直ちに前項に定める標章及び甲の代理店であることを示す

すべての表示の使用を中止するものとします。

3.乙は、本条第1項に定める標章を、第三者が無断で使用している事実を発見した場合には、直ちに甲へ連絡するものとします。

第8条(委託料)

1,甲は、乙に対して、本業務の委託料を支払うものとします。その金額は、通知書、または甲が甲の指定するホームページ等で

公表した最新の金額とします。

2,甲は、前項によって定めた金額を随時変更することができるものとします。

3.甲から乙に対する委託料の支払について、本条第1項規定の通知書、またはホームページ等での公表に従うものとします。

第9条(秘密保持)

乙は、本契約に関連して甲から秘密である旨明示された情報、及び本業務の遂行に関連し知得した情報(乙が有料放送契約及び

レンタルサービス契約の勧誘をすることにより知得した、加入者、加入申込者、レンタルサービス加入者及びレンタルサービス

印込者に関する情報(以下、総称して、ヲ川入者個人情報」という)も含む)を、本契約期問中のみならず本契約終了後も、第三者に

漏洩若しくは開示し、又は本契約の目的以外に使用してはならない、のとします。なお、本業務の遂行に関連して知得Lた加入者

個人情報は、一切保有してはならないものとします。

第10条(届出)

1.乙は、甲に対し、甲所定の代理店申込書により、必要事項を甲に届け出るものとします。

2.乙は、前項の届出事項に変更が生じた場合には、変更後2週間以内に、甲の定める書式によって、当誠変更事項を届け出る

ものとします。
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3. 甲が乙に対L、前2項に基づく乙の届出住所宛に通知を発送したにもかかわらず、通知が乙に到達しなかった場合、甲の

乙宛通知が甲に返送された日をもって、本契約は当然に終了するものとします。

第11条(1C力ード及びB・CAS力ードの取扱い及ぴ店頭展示)

1.乙は、デジタルチユーナーに同梱されるIC力ードの所有権が甲に、そしてBCAS力ードの所有権が株式会社ビーエス.コン

ディシヨナルアクセスシステムズに存することを確詔、し、両力ードを、善良な管理者の注意をもって保管するものとします。

2.乙は、甲が別途定める条件に従い、加入申込名の勧誘のために放送番組を店頭にて展示できるように、1C力ード及び

B・CAS力ードにかかわるスクランプル解除を受けることができるものとします。甲は、このスクランブル解除を、原則有償

にて行います0但し、乙の使用場所や目的等により、甲が適当と判断しない場合は、このスクランプル解除は受けられない

ものとします0また、乙は当該スクランブル解除を受けたIC力ード及ぴBCAS力ードを第三者に貸与し又は転売その他の
処分をしてはならないものとします。

3.前項のスクランブル解除の対象チャンネルは甲が指定するものとし、甲は、乙に事前に告知することなく当該チャンネルを
変吏することができるものとします。

4.前項のIC力ード及ぴBCAS力ードのスクランプル解除期間は原則1年闇とし、スクランブル解除捌間に、乙の活動による

新規の有料放送契約の獲得を、甲が砿認できない場合、又は有料放送契約獲得の見込みがないと、甲が判断した場合には、

スクランブル解除期問の更新を拒絶することができるものとします。

第12条(有効期問)

1.本契約の有効期間ば、乙が甲に対し代理店申込書を提出した日から1年冏とします。但L、当事者のいずれかから期間満了の

1ケ月前までに、相手方に対し更新を拒艶する旨の意思表示がなされない限り、本契約は同一条件で更に1年問更新され、
以後も同様とします。

2,甲ほ、本契約の右効期問中において、乙の活動による新規の加入者の有判・放送契約締結を確認できない場合、又は有料.

放送契約獲得の見込みがないと甲が判断した場合には、本契約の更新を拒艶することができるものとします。

第13条(解除)

1,乙にっいて次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲は、乙に対し、相当期問を定めて書而により催止した

うぇで、本契約を解除することができるものとします。この場合、甲の催告はその通常到達すべかりし時に到達したものと

みなし、かっ、甲が本契約の解除通知を発したときに、本契約の解除の効果が発生するものとします。
(1)本契約に述反した場合

(2)本契約の雁行に関連して、述法又は著しく不適当な行為を行った場合

(3)甲の権利、名誉、評判、信用や利益を損なう等、重大な信巽則述反を行った場合

(4)甲が乙の活動による加入申込者または加入者の有料放送契約の締結を硴認できない場合であって、当該見込みがないと
判断した場合

(5)正当な理由なく本業務の全部又は一部を履行しない場合

2.乙にっいては次の冬号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲は何らの通知催告をすることなく、本契約を解除

することができるものとします。この場合、甲が本契約の解除通知を発したときに、本契約の解除の効果が発生するものと
します。

(1)他の債務のため他から仮差押え、差押さえ、仮処分等の申立て又は就売の申立て等強制執行の申立てを受けたとき
(2)自己振出手形が不渡となったとき、又は銀行や手形交換所から取引停止処分を受けたとき

(3)破産、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあ0たとき若しくは清卸に入ったとき

(4)租税公課を滞納し催促を受けたとき又は租税債権の保全処分を受けたとき

(5)合併、解散、又はその営業の全部又は一部を第三老に譲渡したとき

3.本条による解除が女された場合には、乙は甲に対する期限の利益を失うものとします。

4.本契約が、本条の規定に従い解除された場合には、甲は、第8条に規定する委託料・で、解除日以降に発生するものにっいては、
その支払いを免除されるものとします。

第14条(再委託)

1.乙は、甲の事前の害面による承諾なくして、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。

2.前項により、再委託が承諾される場合においても、乙は、当該再委託先若しくは代行者の行為にっき、本契約により乙が

負うべき責任と同等の責任を負うものとします。



第15条(損害賠償〕

乙が本業務の処理にあた0て甲又は第三者に対して損害を与えた場合には、甲の責に帰すべき事由による場厶を除いて、乙が
一切の責を負うものとします。

第16条(終了清算)

本契約の右効期問の満了によ0て本契約が終了した場合には、甲及び乙は、道ちに相手方と事務引継ぎを行い、未清算勘定が
ある場合には、延滞なくこれを清算するものとします。

第]7条(処分停止)

乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本契約又はこれから生ずる権利襲務を第三者に譲渡し、又は質入れその他の処分を
してはならないものとします。

第18条(改定)

1.甲は、随時、本約款の改定を行うことができるものとします。なお、甲は変更後の本約款をホームページ等で公表します。

2.乙は、本約款の改定に不服のある場合、事前の甲への通知により、本契約を解除することができるものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

1.乙は、本契約締結時において、自己Xは自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない

者、暴力団準俳成貝、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標袴ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者

(以下総称して「暴力団貝等」という〕に該当しないこと、及ぴ次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かっ将来に
わたっても該当しないことを確約します。

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認、められる関係を有すること

③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団貝等を利用
していると認められる関係を右すること

④暴力団員等に対Lて資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関芋.をしてぃると認められる関係を有すること
⑤暴力団貝等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.甲が前項の規定により本契約の解除を行0た場合、乙に損害が生じたときにおいても、甲はこれを賠償する責を負いません。

築20条(誠実協議)

本契約に定めのない事項、又は本契約に関して疑鶚が生じた場合には、甲乙は誠意をも0て協議し、その解決にあたるものとします。

第21条(合意管轄)

本契約に関して発生する紛議にっいては、東京地力裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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本「スカバーNt理店契約約款」は、

代理店様で大切に保管しておいてください。
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